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お
知
ら
せ

給
水
管
の
漏
水
は
修
理
を

　

給
水
管
１
次
側
（
水
道
メ
ー
タ
ー
よ
り

道
路
側
）
で
発
生
し
た
自
然
漏
水
（
故
意

や
過
失
で
は
な
い
、

通
常
の
使
用
で
発
生

し
た
漏
水
）
に
限
り

水
道
局
が
修
理
し
ま

す
。
私
有
地
内
は
宅

地
内
修
繕
依
頼
書
の

説
明
に
沿
っ
て
協
議
。

掘
削
な
ど
を
伴
う
工

事
や
私
有
地
内
で
の
解
体
工
事
な
ど
で
折

損
し
た
場
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

問
水
道
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
３
０
３
４

職
員
採
用
説
明
会
を
開
催

　

技
能
労
務
職
５
職
種
の
職
員
が
集
ま
り
、

職
種
別
に
仕
事
紹
介
を
し
ま
す
。

時
７
月
18
日
㈮
15
時
30
分
〜
17
時

場
議
会
庁
舎

対
本
年
度
の
本
市
職
員
採
用
試
験
（
技
能

労
務
職
）を
受
験
予
定
か
検
討
し
て
い
る
人

申
７
月
２
日
㈬
９
時
〜
16
日

㈬
17
時
に
二
次
元
コ
ー
ド
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

問
職
員
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
０
３

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
補
助
を
追
加
募
集

　

市
内
の
施
工
業
者
に
依
頼
す
る
個
人
住

宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
費
用
の
補
助
の
申

し
込
み
を
追
加
で
受
け
付
け
ま
す
。

対
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
、
先

着
１
０
０
件
。
❶
着
工
前
❷
築
20
年
以
上

経
過
し
て
い
る
❸
所
有
者
か
家
族
が
居
住

（
住
民
登
録
）
し
て
い
る
❹
市
内
業
者
が

実
施
す
る
税
抜
き
15
万
円
以
上
の
工
事
❺

市
税
の
滞
納
を
し
て
い
な
い
❻
過
去
に
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
を
受
け
て
い
な
い

補
助
額
＝
工
事
費
の
３
分
の
１
（
上
限
８

万
円
）

資
料
の
配
布
＝
市
役
所
建

築
住
宅
課
で
。
本
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
８
月
１
日
㈮
〜
二
次

元
コ
ー
ド
の
申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム
で

問
建
築
住
宅
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
３
３

住
吉
第
一
団
地
入
居
で
家
財
費
補
助

　

特
別
市
営
住
宅
の
住
吉
第
一
団
地
に
新

規
入
居
す
る
世
帯
に
家
財
購
入
費
を
補
助
。

入
居
に
は
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

所
在
地
＝
住
吉
町
一
丁
目
14
番
３

構
造
＝
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
10

階
建

設
備
＝
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
、

洗
面
化
粧
台
、
給
湯
器
、
エ
ア
コ
ン
２
台
、

温
水
洗
浄
便
座
、
モ
ニ
タ
ー
付
き
イ
ン

タ
ー
ホ
ン

家
賃
＝
〈
Ａ
タ
イ
プ
（
３
Ｄ
Ｋ
）〉
５
万

６
０
０
円

●
補
助
内
容

対
本
年
度
中
に
入
居
す
る
世
帯
、
先
着
５

世
帯

補
助
額
＝
上
限
８
万
円

問
建
築
住
宅
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
３
３

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
送
付

　

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
の
有
効
期

限
が
７
月
31
日
㈭
ま
で
の
人
で
引
き
続
き

受
給
資
格
が
あ
る
人
に
、
新
し
い
受
給
資

格
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

●
重
度
心
身
・
高
齢
重
度
障
害
者

　

所
得
制
限
の
基
準
を
満
た
す
人
に
新
し

い
受
給
資
格
者
証
を
郵
送
。
な
お
、
所
得

判
定
が
で
き
な
い
人
に
は
７
月
上
旬
に
通

知
を
送
付
し
ま
す
。

●
ひ
と
り
親
家
庭
等
福
祉
医
療

　

所
得
制
限
な
ど
の
資
格
対
象
要
件
を
引

き
続
き
満
た
し
て
い
る
場
合
、
更
新
手
続

き
を
省
略
し
自
動
で
新
し
い
受
給
資
格
者

証
を
郵
送
。
所
得
の
申
告
が
な
い
人
や
婚

姻
状
況
な
ど
の
確
認
が
必
要
な
人
に
は
７

月
上
旬
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

●
申
請
で
医
療
費
助
成

　

市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
、
医
療
費
の
助
成
を
受
け
ら
れ
ま

す
。
❶
高
校
生
世
代
ま
で
の
こ
ど
も
❷
ひ

と
り
親
家
庭
の
人
（
所
得
制
限
あ
り
）
❸

重
度
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
手
帳
１

級
・
２
級
、
障
害
年
金
１
級
相
当
、
療
育

手
帳
Ａ
判
定
、
知
的
指
数
35
以
下
、
特
別

児
童
扶
養
手
当
１
級
（
所
得
制
限
あ
り
））

❷
❸
の
所
得
制
限
基
準
額
は
８

月
１
日
㈮
か
ら
左
上
表
の
と
お

り
改
定
し
ま
す
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
２
５
７
‐
０
６
８
０

嶺
公
園
の
市
営
墓
地
を
販
売

　

嶺
公
園
に
小
区
画
墓
地
を
新
規
造
成
。
販

売
方
法
な
ど
詳
し
く
は
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

対
市
内
在
住
で
遺
骨
を
所
持
し
て
い
る
人

な
ど

販
売
区
画
数
・
使
用
料
＝
洋
型
（
２
・
３

平
方
㍍
）
60
区
画
・
20
万
円
と
特
別
徴
収

金
11
万
３
，
０
０
０
円

申
７
月
15
日
㈫
か
ら
公
園
緑
地
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
４
５
へ

防
火
設
備
の
定
期
検
査
報
告
を

　

大
勢
の
人
が
利
用
す
る
特
殊
建
築
物
は
、

そ
の
状
態
を
定
期
的
に
調
査
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
次
に
該
当
す
る
防
火
設
備
が

設
置
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
所
有
者
か
管

理
者
は
、
資
格
の
あ
る
専
門
家
に
検
査
を

依
頼
し
、
定
期
検
査
報
告
書
を
11
月
28
日

㈮
ま
で
に
市
役
所
建
築
指
導
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

対
❶
定
期
調
査
報
告
を
要
す
る
建
築
物
に

設
け
ら
れ
た
防
火
設
備
❷
定
期
調
査
報
告

を
要
し
な
い
建
築
物
の
う
ち
、
病
院
、
診

療
所
か
就
寝
用
福
祉
施
設
（
就
寝
の
用
に

供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計

が
２
０
０
平
方
㍍
以
上
）

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
４

農
振
計
画
変
更
案
を
縦
覧

　

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
変
更
。
市

街
化
編
入
に
伴
う
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧

し
ま
す
。
変
更
案
は
本
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

時
〈
縦
覧
・
意
見
書
の
提
出
〉

８
月
中
旬
〜
10
月
上
旬
〈
異
議
申
し
出
〉

10
月
中
旬
〜
10
月
下
旬
（
土
日
曜
・
祝
日

を
除
く
）

場
市
役
所
農
政
課

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
０
２

セ
ミ
を
通
じ
て
季
節
を
感
じ
て

　
「
み
ぢ
か
な
季
節
か
ん
じ
隊
」
は
、
市

民
参
加
型
の
自
然
観
察
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
７

月
か
ら
は
、
セ
ミ
の
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

市
内
で
観
察
し
た
セ
ミ
の
種
類
や
様
子
を
、

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
郵
送

で
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。
調

査
票
は
市
役
所
環
境
政
策
課

や
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

申
10
月
14
日
㈫
ま
で
に
申
し
込
み
フ
ォ
ー

ム
か
、
市
役
所
環
境
政
策
課（
☎
０
２
７
‐

８
９
８
‐
６
２
９
２
）
へ
郵
送
で

都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧

変
更
内
容
＝
❶
県
央
広
域
都
市
計
画
県
都

市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
の
変
更
❷
亀
里
北
地
区
・
力
丸
工
業

団
地
西
地
区
・
三
俣
駅
東
地
区
を
市
街
化

調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
へ
変
更
❸
同

３
地
区
の
用
途
地
域
を
決
定
❹
亀
里
地
区

地
区
計
画
の
変
更
・
力
丸
工
業
団
地
西
地

区
地
区
計
画
の
決
定

時
７
月
15
日
㈫
〜
29
日
㈫
（
土
日
曜
・
祝

日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
＝
❶
❷
は
県
庁
都
市
計
画
課

（
大
手
町
一
丁
目
）、
県
合
同
庁
舎
前
橋
土

木
事
務
所
（
上
細
井
町
）、
市
役
所
都
市

計
画
課
❸
❹
は
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
変
更
案
に
意
見
の
あ
る

人
は
７
月
29
日
㈫
ま
で
に
、
住
所
・
氏

名
・
意
見
を
意
見
書
に
記
入
し
、
❶
❷
は

県
庁
都
市
計
画
課
❸
❹
は
市
役
所
都
市
計

画
課
へ
直
接

問
市
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

休日の水道局指定給水装置工事事業者
期日 事業者名

７月６日㈰ 坂田設備（五代町）☎027-226-5675
大澤設備工業（横沢町）☎027-283-5123

７月13日㈰ 赤城管設（小坂子町）☎027-269-0144
下田農機具店（富士見町時沢）☎027-288-2070

７月20日㈰ 優希設備工業（朝倉町）☎027-226-5195
志村工業（滝窪町）☎027-283-5370

７月21日㈪ 青柳管工土木（東片貝町）☎027-223-6741
小林設備（富士見町時沢）☎027-288-2755

７月27日㈰ 福島工業（総社町高井）☎027-251-6672
石橋工業（樋越町）☎027-280-2108

カード会社名で届いたメール
質問＝利用しているクレジットカード会社名で
「セキュリティを強化します。」というメールが
届きました。メールにはＵＲＬが書かれていて、
具体的な内容は書かれていません。カード会社
からのメールか偽メールか分かりません。

回答＝最近のフィッシング詐欺は巧妙になって
いて、メールを見ただけでは判断することがで
きません。届いたメールのＵＲＬから確認や手
続きをしないでください。正規サイトや公式ア
プリから確認しましょう。また、慌てて検索し、
上位に表示されたサイトに連絡したら別のサイ
トだったという相談もあります。日頃から正規
サイトのＵＲＬをブックマークしておくなどの
対策を講じておきましょう。

消費者の豆知識

問 消費生活センター
☎０２７- ８９８- １７５５

資料はこちら申し込みフォーム
はこちら

改定後の所得制限基準額など

扶養親族
などの数

所得制限
基準額

収入額の
目安

０人 366万
1,000円

約525万
2,000円

１人 404万
1,000円

約572万
8,000円

２人 442万
1,000円

約620万
4,000円

３人 480万
1,000円

約666万
8,000円




